
ゲノム編集技術応用食品を
適切に理解するための6つのポイント

近年、農作物などの新 しい育種技術として研究開発が進められている

“ゲノム編集技術"と 、この技術によって作られる食品の食品衛生上の

取扱いについて、適切に理解するための 6つのポイントを説明します。

生物を構成する1つ 1つの細胞には、DNA(デオキシリボ核酸)と 呼ばれる遺伝物質が
含まれています。DNAは、 4種類の塩基が連なったらせん構造をとっています。DNAの
中で、機能を持つ部分を遺伝子と呼びます。ゲノムとは、遺伝子で無い部分も含むDNA全
体を指します。                    ゲノム
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「組換えDNA技術」 (い わゆる「遺伝子組換え技術」)と は、ある生物から取り出した
DNAを細胞外で操作 した後、細胞の中のDNAに組み込む技術です。この技術は、既に育種
技術として応用されていますが、「組換えDNA技術応用食品」 (い わゆる「遺伝子組換え
食品」)の利用には、安全性審査が義務付けられています。

自然界では、放射線などによりDNAの切断が起こることがあります。生物は修復機能を
持ちますが、正しく修復されないと、塩基の挿入、欠失や置換といった変異が起こります。
従来の育種技術では、こうした変異の頻度を上げることで、多様な性質を持つ品種を作り
ますが、変異はランダムに起こります。

ゲノム編集技術では、特定の塩基配
列を認識する酵素を細胞の中で働かせ、
その塩基配列上の特定部位の切断を行
います。その後、生物の持つ修復機構
が働き、 1)自然界においても起こり
得る塩基の欠失、挿入、置換、 2)1
～数塩基の狙った変異、 3)遺伝子な
どの長い配列の挿入や置換といった
DNA配列の変化が起こります。この技・

術を用いて得られた食品が「ゲノム編
集技術応用食品」となります。
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交配や自然発生または人為的に誘発した突然変異

を利用した従来育種では、変異がランダムに起こり

ます。そのため、標的の遺伝子が変異する確率は非

常に低いのに比べ、「ゲノム編集技術」では、高い

確率で標的遺伝子に変異を起こすことができます。
それでも意図しない変異が起こることがあります。
その変異は「オフターゲット」と呼ばれています。
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農作物は、自然発生または人為的に誘発した突然変異を利用し、それらを掛け合わせるこ

とで品種改良が進められてきました。従来育種では、多くの意図しない変異が起こりますが、

都合の悪い性質は育種過程 (継代・選抜)で除かれ、優れた性質を持つ品種となります。
「ゲノム編集技術応用食品」においても、育種過程を経ることで、ゲノム編集で生じる「オ

フターゲット」を交配により取り除くことが可能です。

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会で取りまとめられた報告書を踏

まえ、ゲノム編集技術応用食品等の届出等の食品衛生上の取扱いに関する制度は、次のとお

りです。

事前相談
書譲 け  

回答

厚生労働省

ゲノム編集技術応用食品を流通させる前に、

開発者などは、まず厚生労働省に事鶴相談を

行います。

厚生労働省では、当該食品が届出または安

全性審査のいずれかの対象に該当するか否か

を専門家の意見を聴いた上で判断します。

※必要に応じてその取扱いなどについて、

食品安全委員会へ諮問する場合があります。

【ゲノム編集技術応用食品の届出制度等に関するフロー図】
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届出と判断された場合、開発者などは厚生労働省に

対し、届出を行います.厚生労働省は、開発者などか

ら届出された情報の一部を厚生労働省のウエプサイ ト

で公表します。

安全性薔童と判断された場合 (ほとんどが「組換え

DNA技術応用食品」に該当)、 食品安全委員会での食

品健康影響評価を経ることになります.
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【問い合わせ先】厚生労働省 医薬 0生活衛生局 食品基準審査課 新開発食品保健対策室

丁EL 03-3595¨ 2324   // FAX 03-3501-4868

※この資料は、平成31年度厚生労働科学研究費補助金 (食品の安全確保推進研究事業)「新たなバイオテクノロジーを用いて得られた

食品の安全性確保とリスクコミュニケーションのための研究」の一部として作成 しました。


